
 郡山市保健所設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月７日 

                                                         郡山市長 品 川 萬 里  

郡山市条例第14号 

   郡山市保健所設置条例の一部を改正する条例 

 郡山市保健所設置条例（平成８年郡山市条例第52号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

区分 単位 金額 備考 

（略） 

８ 公衆浴

場・プー

ル水の検

査 

（略） 

細菌学

的検査 

(1) （略） 

(2) 大腸菌 

(3) （略） 

（略） 

（略） 
 

区分 単位 金額 備考 

（略） 

８ 公衆浴

場・プー

ル水の検

査 

（略） 

細菌学

的検査 

(1) （略） 

(2) 大腸菌群 

(3) （略） 

（略） 

（略） 
 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 


